
公表日 令和８年６月８日 

 

１ 特定事業主行動計画の公表（女性活躍推進法第 19条第５項） 
弘前市特定事業主行動計画～次世代育成支援対策推進法・女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律～ 

 

２ 特定事業主による行動計画に基づく取組の実施状況及び女性

の職業選択に資する情報の公表（女性活躍推進法第 19条第６項及び第 21 条） 

 

取組の実施状況 

 

取組１ 令和７年度実績 

男性職員の育児休業（２週間以上）取得率

１００％ 
６１．９％ 

 

取組２ 令和７年度実績 

１人当たりの月平均時間外勤務の時間数 

令和５年度現状値（９．８時間）以下 
９．８時間 

 

取組３ 令和７年度実績 

女性職員の育児休業取得率１００％ １００％ 

 

取組４ 令和８年４月現在 

管理的地位にある職員に占める女性割合

３０％ 
０％ 

 

女性の職業選択に資する情報の公表 

 

Ⅰ 女性職員の採用割合（％） 

区分 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

採用職員数 １４名 １５名  ９名 

女性採用職員数  １名  ３名  １名 

割合 ７．１％ ２０％ １１．１％ 

 

Ⅱ 採用試験の受験者（第一次試験）の女性割合（％） 

区分 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

受験者数 ７６名 ６７名 ６６名 

女性受験者数  ２名  ７名  ６名 

割合 ２．６％ １０．４％ ９．１％ 
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Ⅲ 職員の女性割合（％） 

区分 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

職員数 ４３６名 ４４１名 ４４０名 

女性職員数  １５名  １５名  １８名 

割合 ３．４％ ３．４％ ４．１％ 

 

Ⅳ 管理的地位にある職員に占める女性割合（％） 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

０％ ０％ ０％ 

 

Ⅴ 各役職段階に占める女性割合 （％） 

区分 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

係長級 ０．９％ １．８％ １．８％ 

課長補佐級 １．４％ １．３％ １．３％ 

課長級   ０％   ０％   ０％ 

部長級   ０％   ０％   ０％ 

 

Ⅵ 男女別の育児休業取得率（％） 

区分 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

男性職員  ２５％ ３９．１％ ６１．９％ 

女性職員 １００％ 該当なし  １００％ 

 

Ⅶ 男女別の育児休業の取得期間の分布状況（％） 

令和７年度 

区分 男性 女性 

１週間未満    ０％    ０％ 

１週間以上２週間未満    ０％    ０％ 

２週間以上１月以下 ９２．３％    ０％ 

１月超３月以下  ７．７％    ０％ 

３月超６月以下    ０％    ０％ 

６月超９月以下    ０％    ０％ 

９月超１２月以下    ０％  １００％ 

１２月超２４月以下    ０％    ０％ 

２４月超    ０％    ０％ 

 

Ⅷ 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加休暇取得率（％） 

区分 令和５年 令和６年 令和７年度 

配偶者出産休暇取得率 ８６．４％ ８２．６％  １００％ 

育児参加休暇取得率 ４５．５％ ６０．９％ ８５．７％ 

 

 



Ⅸ 職員の男女の給与の額の差異 

１．全職員に係る情報 

 

２．「任期の定めのない常勤職員」に係る役職段階別及び勤続年数別の情報 

＊ 地方公共団体における「任期の定めのない常勤職員」の給料については、各地方公共団体の条例
で定める給料表に基づき決定されており、同一の級・号給であれば、同一の額となっている。 

(1) 役職段階別 

役職段階 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

本庁部局長・次長相当職    ０％ 

本庁課長相当職    ０％ 

本庁課長補佐相当職 ９７．１％ 

本庁係長相当職 ９５．４％ 

(2) 勤続年数別 

勤続年数 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

３６年以上     ０％ 

３１～３５年     ０％ 

２６～３０年 １０３．７％ 

２１～２５年  ９７．１％ 

１６～２０年  ７０．１％ 

１１～１５年  ８２．７％ 

６～１０年 １００．７％ 

１～５年  ９６．５％ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 勤続年数は、採用年度を勤続年数１年目とし、情報公表の対象となる年度までの年度単位で算出している。 

 

職員区分 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

任期の定めのない常勤職員 ８０．６％ 

任期の定めのない常勤職員以外の職員    ０％ 

全職員 ８２．６％ 

【説明欄】 

１．全職員に係る情報における「任期の定めのない常勤職員以外の職員」は該当者なしのため、０％

となっています。 

当組合では、全職員の男女比は４２２：１８であり、職務の性質上女性割合が少なくなっております。

したがって、２．⑴及び⑵において、０％となっている項目は、当該項目に該当する女性職員がいない

ためです。また、育児短時間勤務利用者等については、給与を短時間分だけ減額している場合、育児

等が女性に偏っている現状があれば、男女の賃金の差異は大きくなる可能性があります。しかし、両

性の働き方の違いが縮小すれば、男女の賃金の差異の縮小として反映されるため、算出する上で育

児短時間勤務利用者等の給与・人員を除外することは適切ではありません。以上を踏まえ、当組合に

おいても、育児短時間勤務利用等により給与が減額となっている職員もおりますが、給与・人員から

は除外しておりません。 


